
（第18416号）東 京 都 公 報令和7年10月27日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
一

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
二

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
四

告

示
（
選
）

○
政
治
団
体
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一二

○
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一三

○
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
一六

○
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
…
…
…
…
…
…
…
…
一七

○
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
五
十
六
号

（
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
）
の
一
部
訂
正
…
…
…
…
一八

告

示
（
労
）

○
地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
労

働
組
合
に
つ
い
て
、
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
に
規
定
す

る
者
の
範
囲
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一八

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
六
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
大
田
区
下
丸
子

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） ２

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
六
年
東
京
都
告
示
第
百
五
号
に
よ
り

指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
足
立
区
千
住
関
屋

町
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム

ひ

化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

四

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去
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令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） ４
◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
七
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

変
更
の
区
間

東
村
山
市
久
米
川
町
三
丁
目
三
十
番
三
地
先
か

ら
同
市
恩
多
町
五
丁
目
三
番
九
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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告

示
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六

条
第
一
項
（
同
法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） ６



（第18416号）東 京 都 公 報令和7年10月27日（月曜日）７



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） ８



（第18416号）東 京 都 公 報令和7年10月27日（月曜日）９
◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） １０



（第18416号）東 京 都 公 報令和7年10月27日（月曜日）１１



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） １２

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
五
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
公

表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18416号）東 京 都 公 報令和7年10月27日（月曜日）１３

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
指
定
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称

等
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） １４



（第18416号）東 京 都 公 報令和7年10月27日（月曜日）１５



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） １６

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の

異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



（第18416号）東 京 都 公 報令和7年10月27日（月曜日）１７

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会



令和7年10月27日（月曜日）東 京 都 公 報（第18416号） １８

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
二
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
収
支
に
関
す
る
報
告
書
に

つ
い
て
、
自
由
民
主
党
東
京
都
練
馬
区
第
十
一
支
部
か
ら
訂
正
の
報

告
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
政

治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
（
令
和
五
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員

会
告
示
第
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
選
挙
管
理
委
員
会

自
由
民
主
党
東
京
都
練
馬
区
第
十
一
支
部
の
部
１
収
入
総
額
の
項

中
「２６
,０９２
,６６４

」
を
「２７

,１９２
,６６４

」
に
、
「９

,７６０
,４００

」
を

「１０,８６０,４００

」
に
改
め
、
同
部
２
支
出
総
額
の
項
中

「９,３４９,８９９

」
を
「１０,４４９,８９９

」
に
改
め
、
同
部
３
本
年
収
入
の

内
訳
の
項
中
「１,９３０,０００

」
を
「３,０３０,０００

」
に
、
「１,７００,０００

」

を
「２,８００,０００

」
に
改
め
、
同
部
４
支
出
の
内
訳
の
項
中

「５
,１５５

,５４２

」
を
「６

,２５５
,５４２

」
に
、
「３

,５８１
,５００

」
を

「４
,２９５

,５００

」
に
、
「２５３

,２８０

」
を
「３４０

,５４４

」
に
、

「１,２００,０００
」
を
「１,４９８,７３６

」
に
改
め
、
同
部
５
寄
附
の
内
訳

（
年
間
５
万
円
を
超
え
る
も
の
）
の
項
中
「１,７００,０００

」
を

「２,８００,０００

」
に
改
め
る
。

告

示
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

地
方
公
営
企
業
等
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年

法
律
第
二
百
八
十
九
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第

三
条
第
四
号
の
職
員
が
結
成
し
、
又
は
加
入
す
る
労
働
組
合
に
つ
い

て
、
職
員
の
う
ち
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四

号
）
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲
を
認
定
し
た
の
で
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日東

京
都
労
働
委
員
会

一

地
方
公
営
企
業
の
名
称

東
京
都
下
水
道
局

二

労
働
組
合
の
名
称

㈠

全
水
道
東
京
水
道
労
働
組
合

㈡

東
京
水
道
労
働
組
合

三

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
者
の
範
囲

勤

務

箇

所

労
働
組
合
法
第
二
条
第
一
号
に

規
定
す
る
者

本
局

次
長
、
技
監
及
び
理
事

部
長
及
び
担
当
部
長

課
長
、
担
当
課
長
及
び
専
門
課
長

総
務
部
総
務
課
課
長
代
理
（
秘
書
担

当
）
、
課
長
代
理
（
秘
書
事
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
庶
務
担
当
）
、

課
長
代
理
（
文
書
担
当
）
、
課
長
代

理
（
法
務
担
当
）
及
び
課
長
代
理

（
危
機
管
理
担
当
）

総
務
部
企
画
調
整
課
課
長
代
理
（
企

画
担
当
）

総
務
部
理
財
課
課
長
代
理
（
財
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
財
政
調
査
担

当
）
、
課
長
代
理
（
予
算
担
当
）
、

課
長
代
理
（
経
営
管
理
担
当
）
及
び

課
長
代
理
（
政
策
連
携
団
体
担
当
）

職
員
部
人
事
課
課
長
代
理
（
庶
務
担

当
）
、
課
長
代
理
（
人
事
担
当
）
、

課
長
代
理
（
人
事
制
度
担
当
）
、
課

長
代
理
（
服
務
指
導
担
当
）
及
び
課

長
代
理
（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進

担
当
）

職
員
部
労
務
課
課
長
代
理
（
労
務
担
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当
）

流
域
下
水
道
本
部

本
部
長
、
部
長
、
課
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